
育 児 休 業 申 立 書 

 

                                年    月    日  

 

島  本  町  長  様  

 

               住    所  島本町                   

               保護者氏名                       

               電 話 番 号                   （     ）        

 

 

１．入所施設名                                    

２．児 童 名                        生年月日       年    月    日生  

  児 童 名                        生年月日       年    月    日生  

３．育児休業に係る子  

  氏  名                 生年月日       年    月    日生

４．育児休業取得者  

  氏  名                 生年月日       年    月    日生  

  期  間       年    月    日  から       年    月    日  まで  

 

育児休業期間前に既に入所している児童の保育要件は次のとおりです。  

⑴  育児休業に係る子どもが満１歳に達する日の属する月の末日までの期間、既に入所して

いる児童については、育児休業の要件で保育が可能となります。  

ただし、当該育児休業期間の終了日が１月１日から３月３１日までの間にあるときは、

育児休業終了日が属する年度の末日まで可能となります。  

⑵  やむを得ない事情（自己都合不可）により、上記の期間を超えて育児休暇を取得する場

合は事前にご連絡ください。  

 

 

     上記育児休業について相違ないことを証明します。  

                 所 在 地                              

                 事業所名                      

                 雇 用 主                            印  



 

育 児 休 業 申 立 書 

 

                                ●年  ●月  ●日  

 

島  本  町  長  様  

 

               住    所  島本町桜井二丁目１番１号        

               保護者氏名  島本 花子               

               電 話 番 号               075（961）5151        

 

 

１．入所施設名  島本町立第二保育所                      

２．児 童 名           島本 太郎       生年月日      ●年  ●月   ●日生  

  児 童 名                        生年月日       年    月    日生  

３．育児休業に係る子  

  氏  名    島本 次郎       生年月日     ●年   ●月   ●日生  

４．育児休業取得者  

  氏  名    島本 花子       生年月日      ●年  ●月  ●日生  

  期  間     ●年 ●月 ●日  から         ●年  ●月  ●日まで  

 

育児休業期間前に既に入所している児童の保育要件は次のとおりです。  

⑴  育児休業に係る子どもが満１歳に達する日の属する月の末日までの期間、既に入所して

いる児童については、育児休業の要件で保育が可能となります。  

ただし、当該育児休業期間の終了日が１月１日から３月３１日までの間にあるときは、

育児休業終了日が属する年度の末日まで可能となります。  

⑵  やむを得ない事情（自己都合不可）により、上記の期間を超えて育児休暇を取得する場

合は事前にご連絡ください。  

 

 

     上記育児休業について相違ないことを証明します。  

                 所 在 地                              

                 事業所名                      

                 雇 用 主                            印  

事業所記入欄 


